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n 法令

輸出⼊法の詳細を修正する政令 DECREE 18/2021/ND-CPが、2021年4⽉25⽇より適⽤されています。
第1条第10項にて、EPEに求められる対応が追記されていますが、既存のEPEも対応が必要となり、
対応を怠った場合、税制の適⽤が認められなくなるため、注意が必要です。

n 概要

n お問合せ
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1

税関当局からEPEに要求される要件を満たす

1. フェンス、ゲートやドアの設置
2. 監視カメラの設置（24時間, 税関への録画提供, 12ヶ⽉以上保管）
3. 免税商品の管理ソフトウェアの設置
※ 既存のEPEは、2021年4⽉25⽇から1年以内に要件を満たさなければならない

2
税関当局への通知

ü 要件を満たしたEPEは、税関当局に所定の様式で通知を⾏う
（同政令の付録VII フォーム25）

3
税関当局による検査

✓ 税関当局は通知受領から10営業⽇以内に検査を⾏い、書⾯で結果を通知する
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